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【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   21/285    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月6日(2020.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属を含む薄膜を選択的に形成する方法であって、この方法は以下の工程：
　反応チャンバの中で加工処理するための基材および少なくともガスを接触させるための
ホットワイヤを用意すること；
　基材を金属の先駆物質に曝すこと；および
　ホットワイヤの近傍に曝されたガスに基材を曝すこと；
を含み、
　基材は少なくとも２種の異なる材料を含み、そして前記少なくとも２種の異なる材料の
うちの一つにおいて金属の薄膜が選択的に形成される、前記方法。
【請求項２】
　金属の先駆物質は遷移金属の元素を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　金属の先駆物質はタングステン含有先駆物質またはモリブデン含有先駆物質を含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ガスは水素を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　選択的に形成される薄膜は金属質材料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ガスがホットワイヤの近くに曝されたとき、励起したラジカル種または原子の種がガス
から形成される、請求項１に記載の方法。
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【請求項７】
　基材は第１の表面と第２の表面を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　第１の表面は遷移金属を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　第１の表面は酸化した金属を含み、そして酸化した金属の下に元素状金属または金属質
の導電性薄膜がある、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　第２の表面はＳｉ-Ｏ結合を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　第２の表面は酸化ケイ素、窒化ケイ素、炭化ケイ素、酸窒化ケイ素、二酸化ケイ素、ま
たはこれらの混合物を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　薄膜は第１の表面上に選択的に形成される、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　基材を金属の先駆物質に曝す工程の後に基材をパージガスに曝す工程をさらに含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　選択度が５０％を超える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　薄膜の厚さは１ｎｍを超える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　反応チャンバにおける壁はホットウォールである、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　薄膜を選択的に形成することはＡＬＤプロセスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　薄膜を選択的に形成することは繰返しのプロセスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　薄膜を選択的に形成することは繰返しまたは連続のＣＶＤプロセスを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１に記載の方法を実施するために構成された反応チャンバ。
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